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プ
ロ
ロ
ー
グ

　

最
低
賃
金
を
め
ぐ
っ
て
は
、
論
議
が

絶
え
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ず
も
が
な
、

す
ぐ
れ
て
賃
金
問
題
の
一
環
で
あ
る
た

め
で
、
と
り
わ
け
働
く
者
の
最
低
生
活

保
障
の
目
的
を
持
ち
、
マ
ク
ロ
的
に
は

経
済
運
営
に
も
か
か
わ
り
を
持
つ
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

最
賃
の
歴
史
的
な
流
れ
を
顧
み
る

余
裕
は
な
い
が
、
欧
州
で
最
初
に
最
賃

の
構
想
を
記
述
し
た
の
は
、『
国
富
論
』

（
1
7
7
6
年
刊
）の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
れ
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
最
低

で
も
家
族
を
養
う
た
め
に
十
分
な
賃
金

が
必
要
で
あ
り
、
賃
金
上
昇
な
く
し
て

国
家
経
済
の
発
展
は
望
め
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
そ
こ
に
最
賃
の
用
語
は
見
ら

れ
な
い
が
、
生
活
賃
金
の
構
想
を
披
歴

し
た
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。

　

最
初
に
制
度
と
し
て
最
賃
を
導
入
し

た
の
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
、
56
日

間
の
長
期
港
湾
ス
ト
を
受
け
て
公
布
さ

れ
た
、強
制
仲
裁
法（
1
8
9
4
年
制
定
）

を
も
っ
て
嚆こ

う
し矢

と
す
る
の
が
一
般
的
の

よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
大
ま
か
な
節
目
を
念
頭
に
、

今
回
は
、
最
近
届
い
た
欧
州
の
最
賃
調

査「
速
報
」に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
若

干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
み
た
い
。

欧
州
最
賃
調
査
速
報
を
み
る

　

こ
こ
に
い
う「
速
報
」
と
は
、「
2
 

0
1
9
年
に
お
け
る
最
低
賃
金

－

第
１

報
」の
こ
と
で
あ
る
。
発
信
元
は
、
欧
州

連
合（
E
U
）の「
ユ
ー
ロ
フ
ァ
ウ
ン
ド
」

で
、
生
活
・
労
働
条
件
の
向
上
を
目
指
す

調
査
研
究
機
関
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

一
読
し
て
把
握
で
き
る
主
眼
点
は
、

2
0
1
9
年
初
頭
時
点
で
、
大
多
数
の

E
U
諸
国
で
最
賃
が
上
昇
し
て
い
た
こ

と
で
、
前
年
に
お
け
る
最
賃
の
設
定
に

政
治
的
影
響
が
色
濃
か
っ
た
諸
国
が
あ

る
こ
と
や
、
そ
の
他
諸
国
に
お
い
て
は

最
賃
設
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
や
予
測

可
能
性
に
関
す
る
論
議
が
展
開
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

大
半
の
諸
国
に
お
い
て
、
良
好
な
経

済
成
長
を
背
景
に
、
最
賃
引
き
上
げ
要

求
が
強
ま
っ
た
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

全
般
的
に
強
制
力
の
あ
る
法
定
最
賃
制

度
を
保
持
す
る
国
は
、
調
査
対
象
28
カ

国
中
22
カ
国
で
、従
前
と
変
わ
ら
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
。

具
体
的
な

月
間
最
賃
水
準
は
…

　

 

「
速
報
」は
ま
ず
月
間
最
賃
に
光
を

欧
州
の
最
低
賃
金
調
査

「
速
報
」を
読
む

当
て
て
い
る
。

　

最
賃
水
準
を
具
体
的
に
み
る
と
、
最

低
位
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
月
額
2
8
6
ユ
ー

ロ（
3
万
4
3
2
0
円
）か
ら
、
最
高
位

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
2
0
7
1
ユ
ー
ロ

（
24
万
8
5
2
0
円
）ま
で
の
幅
に
な
っ

て
い
る
。（
１
ユ
ー
ロ
＝
約
1
2
0
円
）

　

比
率
で
大
幅
な
上
昇
を
み
せ
た
の

は
ス
ペ
イ
ン
22
％（
1
0
5
0
ユ
ー

ロ
、
12
万
6
0
0
0
円
へ
）、
ギ
リ
シ
ャ

10
％（
7
5
8
ユ
ー
ロ
、
9
万
0
9
6
0

円
へ
）、ブ
ル
ガ
リ
ア
10
％（
2
6
1
ユ
ー

金
属
労
協（
J
C
M
）顧
問   

小
島
正
剛
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言
及
し
た
ス
ペ
イ
ン（
22
％
）、
ギ
リ

シ
ャ（
10
％
）が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入

る
。

■
上
位
グ
ル
ー
プ
で
は
、
上
昇
率
は
中

庸
を
得
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル

ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

が
1
・
5

－

2
・
6
％
の
間
に
あ
り
、

ド
イ
ツ
も
過
去
2
年
間
で
4
％
で
あ

る
が
、
最
高
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の

3
・
6
％
で
あ
っ
た
。

時
間
当
た
り
最
賃
は

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
大
多
数
の
諸
国

は
月
間
最
賃
を
設
定
し
、
時
間
当
た
り

最
賃
も
設
定
し
て
い
る（
注
）。
ユ
ー
ロ

フ
ァ
ウ
ン
ド
は
、
時
間
当
た
り
最
賃
が

存
在
し
な
い
諸
国
に
つ
い
て
は
、
月
間

ロ
、
3
万
1
3
2
0
円
へ
）で
あ
る
。
ギ

リ
シ
ャ
の
場
合
、
2
0
1
2
年
以
来
初

め
て
の
引
き
上
げ
と
い
う
事
情
が
あ

る
。
リ
ト
ア
ニ
ア
で
は
39
％
引
き
上
げ

（
5
5
5
ユ
ー
ロ
、6
万
6
6
0
0
円
へ
）

と
あ
る
が
、
税
制
の
変
革
に
起
因
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
っ
た
く
変
化
の
な
か
っ
た
の
は
ラ

ト
ビ
ア
で
、
4
3
0
ユ
ー
ロ（
5
万
1
 
6
 

0
0
円
）
だ
が
、
こ
れ
は
2
0
1
7
年

に
3
年
協
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
こ
で
、
最
賃
月
額
の
上
中
下
3
グ

ル
ー
プ
の
内
訳
を
見
て
み
よ
う
。

■
ま
ず
下
位
グ
ル
ー
プ（
2
0
1
8
年

現
在
5
0
0
ユ
ー
ロ
、6
万
円
以
下
）

だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
諸
国
が
、

8

－

9
％
の
大
幅
な
引
き
上
げ
を
み

せ
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
、
チ
ェ
コ
、
エ
ス

ト
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ

ア
な
ど
だ
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ポ
ー

ラ
ン
ド
で
は
平
価
切
り
下
げ
で
４
％

以
下
と
な
っ
て
い
る
。

■
中
位
グ
ル
ー
プ（
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
マ
ル

タ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ロ
ベ

ニ
ア
）
で
は
、
月
額
最
低
7
0
0

－

1
0
5
0
ユ
ー
ロ（
8
万
4
0
0
0

－

12
万
6
0
0
0
円
）の
幅
で
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
比
率
で
み
る

と
、
マ
ル
タ
が
1
・
9
％
と
最
低
で
、

以
下
ポ
ル
ト
ガ
ル（
3
・
5
％
）、
ス
ロ

ベ
ニ
ア（
5
・
2
％
）と
続
き
、
す
で
に

最
賃
と
週
就
労
時
間
を
ベ
ー
ス
に
、
時

間
当
た
り
最
賃
を
算
出
し
て
い
る
。
時

間
当
た
り
の
最
賃
が
ど
う
時
間
給
労
働

者
や
パ
ー
ト
労
働
者
に
影
響
す
る
か
を

見
る
た
め
で
あ
る
。

　

2
0
1
9
年
1
月
現
在
、
時
間
当
た

り
最
賃
が
9
ユ
ー
ロ（
1
0
8
0
円
）以

上
だ
っ
た
の
は
、ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、ア

イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、

ド
イ
ツ
で
あ
る
が
、
近
年
E
U
に
加
盟

し
た
諸
国
で
は
、
お
お
む
ね
3
ユ
ー
ロ

（
3
6
0
円
）を
下
回
る
。
た
と
え
ば
ブ

ル
ガ
リ
ア
で
は
、
比
率
で
は
大
幅
引
き

上
げ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
1
・
62
ユ
ー
ロ

（
1
9
4
円
）で
あ
る
。

最
賃
設
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

　

2
0
1
9
年
の
最
賃
設
定
プ
ロ
セ
ス

は
、
既
述
の
と
お
り
、
政
治
的
影
響
の

増
大
と
、
欧
州
法
と
み
る
べ
き
「
欧
州

に
お
け
る
社
会
権
の
柱
」
に
規
定
の
、

最
賃
設
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
と
予
測

可
能
性
の
論
議
に
特
色
づ
け
ら
れ
た
と

「
速
報
」は
指
摘
し
て
い
る
。
一
部
諸
国

で
は
、
良
好
な
経
済
成
長
の
も
と
で
、

い
つ
も
以
上
に
最
賃
引
き
上
げ
要
求
が

高
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。

政
治
的
影
響
に
つ
い
て

　

ス
ペ
イ
ン
や
ス
ロ
ベ
ニ
ア
な
ど
一

部
諸
国
で
は
、
選
挙
戦
の
公
約
や
国
民

的
な
支
持
で
、
最
賃
の
大
幅
引
き
上

げ
が
実
現
し
た
。
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ

ン
の
場
合
、
2
0
1
0
年
以
降
、
最
賃

の
引
き
上
げ
幅
は
1

－

8
％
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
新
た
な
社
会
党
政
権
は
、

22
％
引
き
上
げ
月
額
1
0
5
0
ユ
ー
ロ

（
12
万
6
0
0
0
円
）を
導
入
し
た
。
た

だ
社
会
的
対
話
を
度
外
視
し
た
た
め
、

経
営
者
団
体
の
強
い
批
判
を
呼
び
起
こ

し
た
と
い
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
正
義
を
求
め

る
草
の
根
の
黄
色
い
ベ
ス
ト
運
動
の
要

求
を
う
け
て
、
最
賃
引
き
上
げ
や
、
低

所
得
者
向
け
の
雇
用
ボ
ー
ナ
ス
の
支
給

を
決
め
た
。
雇
用
ボ
ー
ナ
ス
の
財
源
は

国
庫
に
あ
り
、
労
務
コ
ス
ト
へ
の
影
響

を
回
避
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
最
賃
は

三
者
委
員
会
や
独
立
専
門
家
委
員
会
と

の
協
議
を
も
っ
て
、
公
式
の
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
方
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た

が
、
今
回
は
、
社
会
的
圧
力
で
政
府
が

法
定
方
式
を
も
っ
て
決
定
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
影
響
が
必
ず
し

も
常
に
最
賃
引
き
上
げ
に
つ
な
が
る
と

も
言
え
な
い
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
政

府
は
6
0
0
ユ
ー
ロ（
7
万
2
0
0
0

円
）
以
上（
年
間
14
ヵ
月
分
の
所
得
を

ベ
ー
ス
に
算
定
）へ
の
最
賃
引
き
上
げ

を
提
案
し
た
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト

ナ
ー
と
の
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
政
府
が

成
立
さ
せ
た
。

社会正義を求めるフランスの「イエローベスト運動」。最賃の引き
上げを要求（2018年12月マルセイユ/ Shutterstock.com）
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設
定
方
式
の
透
明
性
と

予
測
可
能
性

　
「
欧
州
に
お
け
る
社
会
権
の
柱
」第
6

条
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
賃
金
は
、
国
内

慣
行
に
従
い
、ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー

の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
透
明
で
予
測

可
能
な
方
法
で
設
定
さ
れ
る
も
の
と
す

る
」と
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
は
、す
べ
て
の
E
U
加
盟
国
を
通
じ
て
、

従
業
員
に
適
正
な
労
働
条
件
を
確
保
す

る
こ
と
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ワ
ー
キ
ン

グ
・
プ
ア
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

算
定
方
式
に
準
拠
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
最
賃
の
動
向
を
予
測
可
能
に
し
や

す
く
す
る
の
が
常
だ
が
、
国
内
の
当
事

者
は
特
定
の
算
定
方
式
と
そ
の
基
礎
と

な
る
方
法
論
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
、
と「
速
報
」は
指
摘
し

て
い
る
。そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
の
設
定
段
階
に
限
ら
ず
、
実
施
の
具

体
策
に
も
異
論
が
で
や
す
い
。
と
り
わ

け
経
済
的（
ま
た
は
政
治
的
）動
向
が
急

激
に
変
化
す
る
時
期
に
は
、
導
入
済
み

の
方
式
が
疑
問
視
さ
れ
や
す
い
。

　

そ
う
し
た
背
景
の
下
、一
部
の
国
で
は
、

算
定
公
式
準
拠
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
変
更

を
加
え
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
最
賃
算

定
に
採
用
す
べ
き
要
素
は
何
か
な
ど
の

基
本
的
論
議
で
あ
る
。

　

リ
ト
ア
ニ
ア
で
は
、
最
賃
を
平
均
賃

金
の
動
向
に
合
わ
せ
て
引
き
上
げ
る
新

た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
提
案
が
あ
る
が
、

平
均
賃
金
の
算
定
方
式
を
め
ぐ
っ
て

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
間
に
合
意

が
な
さ
れ
ず
、
ボ
ー
ナ
ス
を
含
め
る
か

も
論
議
の
的
だ
と
い
う
。
ス
ロ
ベ
ニ
ア

で
も
先
任
権
ベ
ー
ス
の
ボ
ー
ナ
ス
や
業

績
ボ
ー
ナ
ス
を
最
賃
の
算
定
に
含
め
る

か
が
論
じ
ら
れ
た
。
現
行
制
度
で
は
両

方
と
も
に
最
賃
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、

2
0
2
0
年
１
月
か
ら
は
こ
う
し
た
手

当
は
除
外
さ
れ
て
、
別
途
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
初
め
て
、
先
任
権

と
学
歴
を
ベ
ー
ス
と
す
る
階
層
的
な
最

賃
を
2
0
1
9
年
1
月
に
導
入
し
た
。

大
卒
の
場
合
、
学
位
に
応
じ
た
職
種
に

勤
続
1
年
後
、
最
賃
は
5
0
4
ユ
ー
ロ 

（
６
万
0
4
8
0
円
）で
、一
般
に
適
用
さ

れ
る
最
賃
4
4
6
ユ
ー
ロ（
5
万
3
 
5
 

2
0
円
）を
13
％
上
回
る
。

三
者
合
意
不
調
で
は
、

政
府
が
決
定

　

最
賃
決
定
を
め
ぐ
り
三
者
合
意
が
不

調
の
場
合
に
は
、
政
府
が
決
定
す
る
と

す
る
規
定
を
持
つ
国
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ク
ロ
ア
チ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
で
あ
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル・パ
ー
ト
ナ
ー
合
意

ま
た
は
三
者
合
意
で

決
定
す
る
ケ
ー
ス

　

一
方
、一
部
諸
国
で
は
、比
較
的
ス
ム
ー

ズ
に
最
賃
引
き
上
げ
を
実
施
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ

国　名
月　額 時間額

2018年 2019年 2018年 2019年（）：米ドル換算

ベルギー 1,562.59 1,593.76 9.22 9.41（10.71）

ブルガリア 260.76 286.33 1.47 1.62 （1.84）

クロアチア 462.10 505.90 2.64 2.89 （3.29）

チェコ 477.78 518.97 2.87 3.10 （3.53）

エストニア 500.00 540.00 2.86 3.09 （3.52）

フランス 1,498.47 1,521.22 9.88 10.03（11.41）

ドイツ 1,497.79 1,557.09 8.84 9.19（10.46）

ギリシャ 683.76 758.33 3.85 4.27 （4.86）

ハンガリー 444.69 464.20 2.53 2.65 （3.01）

アイルランド 1,613.95 1,656.20 9.55 9.80（11.15）

ラトビア 430.00 430.00 2.46 2.46 （2.80）

リトアニア 400.00 555.00 2.45 3.39 （3.86）

ルクセンブルク 1,998.59 2,071.10 11.55 11.97（13.62）

マルタ 747.54 761.97 4.25 4.33 （4.93）

オランダ 1,578.00 1,615.80 9.11 9.33（10.61）

ポーランド 602.75 523.09 2.84 2.95 （3.36）

ポルトガル 676.67 700.00 3.81 3.94 （4.48）

ルーマニア 407.86 446.02 2.32 2.54 （2.89）

スロベキア 480.00 520.00 2.76 2.99 （3.40）

スロベニア 842.79 886.63 4.76 5.00 （5.69）

スペイン 858.55 1,050.00 4.98 6.09 （6.93）

イギリス 1,638.36 1,746.73 8.95 9.54（10.85）

（単位：ユーロ）

資料出所：Eurofound 資料よりＪＣＭ国際局で作成
ユーロ対米ドル為替レートは 2019 年６月 28日時点の数値を使用

欧州の最低賃金の動向
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●金属労協顧問

小島正剛 こじま・せいごう　

６０年ＩＭＦ（国際金属労連）日本事務
所に入職以来、金属労協事務局長代理、
同国際局長、同副議長（国際委員長）（以
上 IMF との兼務）、ＩＭＦ地域代表を
務めるなど国際労働運動一筋。９８年
金属労協顧問に。日本ハーバード・ク
ラブ会員。主要著書「海外労働アラカ
ルト」他。

欧州の最低賃金調査「速報」を読む

ル・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
全
国
審
議
会
が
２
％

引
き
上
げ
、
1
5
9
3
ユ
ー
ロ（
19
万 

1
1
6
0
円
）と
す
る
こ
と
に
合
意
し

て
い
る
。

専
門
家
委
員
会
主
導
の

決
定
も

　

多
く
の
国
で
、
所
定
の
算
定
方
式
を

ベ
ー
ス
に
、「
技
術
的
」に
法
的
最
賃
を

設
定
し
て
お
り
、
他
の
経
済
指
標
の
上

昇
や
専
門
家
委
員
会
の
見
解
と
関
連
付

け
つ
つ
決
定
し
て
い
る
。
マ
ル
タ
で
は
、

三
者
委
員
会
が
小
売
物
価
指
数
の
算
定

を
監
視
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
政
府

は
生
計
費
の
上
昇
を
算
定
し
、
最
賃
に

反
映
さ
せ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
や
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
グ
で
も
、
最
賃
を
他
の
賃
金
動
向

に
関
連
付
け
て
引
き
上
げ
る
規
定
を
も
っ

て
い
る
。

　

そ
の
他
諸
国
で
は
、
専
門
家
委
員
会

を
関
与
さ
せ
る
混
合
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
最
賃
委

員
会（
労
使
代
表
お
よ
び
経
済
専
門
家

で
構
成
）が
向
こ
う
2
年
間
を
対
象
に

2
段
階
で
の
最
賃
引
き
上
げ
を
提
案
し

た
。従
前
は
2
年
ご
と
の
提
案
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
は
労
働
組
合
が
良
好
な
経
済
状

況
か
ら
大
幅
賃
上
げ
を
要
求
し
て
き
た

環
境
が
、
妥
協
を
も
た
ら
し
た
と
い
え

よ
う
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
低
所
得
委

員
会
が
全
会
一
致
で
引
き
上
げ
勧
告
を

提
起
し
、
政
府
が
こ
れ
に
応
じ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
低
所
得
委
員
会

（
L
P
C
）が
、ソ
ー
シ
ャ
ル・パ
ー
ト
ナ
ー

と
の
十
分
な
協
議
に
も
と
ず
い
て
引
き

上
げ
を
勧
告
、
2
0
2
0
年
ま
で
に
中

位
賃
金
の
60
％
水
準
へ
と
最
賃
を
引
き

上
げ
る
道
筋
を
確
認
し
て
い
る
。
政
府

は
こ
の
勧
告
を
受
け
入
れ
た
。

一つ
の
設
問

　

以
上
、
概
要
を
伝
え
な
が
ら
、
最
後

の
イ
ギ
リ
ス
の
項
目
で
、
ク
リ
ア
し
た

い
疑
問
が
生
じ
た
。

　

そ
れ
は
、I
L
O
に
よ
れ
ば
、マ
ク
ロ

的
に
見
て
、
平
均
金
賃
金
水
準
に
た
い

す
る
最
賃
の
比
率
が
60
％
を
超
え
る
と
、

マ
イ
ナ
ス
効
果
が
プ
ラ
ス
効
果
を
上
回

る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
慢
性
的
な
高
失

業
率
に
悩
む
フ
ラ
ン
ス（
62
％
）を
み
れ

ば
よ
い
。
ま
た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル（
61
％
）

や
E
U
域
外
の
コ
ロ
ン
ビ
ア（
89
％
）、

ト
ル
コ（
74
％
）、
コ
ス
タ
リ
カ（
68
％
）

な
ど
の
諸
国
の
状
況
を
見
れ
ば
歴
然
と

す
る
。
ユ
ー
ロ
フ
ァ
ウ
ン
ド
は
E
U
諸

国
の
状
況
を
ど
う
分
析
す
る
で
あ
ろ
う

か
？　

　

も
ち
ろ
ん
、
生
産
性
の
動
向
が
勘
案

さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
し
、
基
準
と
な
る

平
均
賃
金
水
準
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
い
う

中
位
賃
金
水
準
と
は
、
同
列
に
は
お
け

な
い
。

　

さ
ら
に
は
、
最
近
、
最
賃
を
10
％
引

き
上
げ
る
と
、
雇
用
を
0
・
7
％
縮
小
さ

せ
、
失
業
率
を
0
・
6
4
％
押
し
上
げ
る

と
す
る
計
測
を
O
E
C
D
が
公
表
し
て

い
る
が
、
E
U
諸
国
に
お
け
る
因
果
関

係
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

以
上
、欧
州
最
賃
調
査
「
速
報
」を
概

観
し
て
み
た
。
2
0
1
8

－

2
0
1
9

年
の
最
賃
が
、
市
民
運
動
や
、
最
賃
を

公
約
す
る
選
挙
活
動
、
良
好
な
経
済
情

勢
か
ら
く
る
労
働
運
動
の
賃
上
げ
要
求

な
ど
、
い
わ
ば
政
治
的
な
影
響
を
受
け

た
ケ
ー
ス
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
労

働
力
不
足
か
ら
く
る
最
賃
引
き
上
げ
圧

力
も
否
め
ま
い
。
そ
し
て
、
透
明
性
が

あ
り
予
測
可
能
性
を
も
つ
最
賃
設
定
プ

ロ
セ
ス
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
論
議
が
、

多
く
の
国
で
進
行
中
で
あ
る
こ
と
も

示
さ
れ
た
。
だ
が
、「
速
報
」に
よ
れ
ば
、

そ
れ
も
氷
山
の
一
角
で
あ
る
よ
う
だ
。

「
速
報
」に
次
ぐ
本
編「
年
次
最
低
賃
金

報
告

－

2
0
1
9
」
は
未
着
だ
が
、
そ

れ
に
は
団
体
交
渉
に
よ
る
最
賃
や
性
別

最
賃
の
実
態
な
ど
が
含
ま
れ
る
よ
う
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
境
を
越
え
て「
欧

州
に
お
け
る
社
会
権
の
柱
」が
適
用
さ

れ
る
シ
ス
テ
ム
は「
欧
州
社
会
憲
章
」を

補
完
し
、
社
会
格
差
を
是
正
し
、
ワ
ー

キ
ン
グ
・
プ
ア
を
職
場
か
ら
排
除
す
る

上
で
、
最
賃
が
重
視
さ
れ
て
い
る
様
子

を
垣
間
見
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

あ
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
論
考
が
、
今

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
了
）

（
2
0
1
9
年
8
月
30
日
記
）

（
注
）法
律
に
も
と
ず
き
、
月
間
最
賃
お
よ

び
時
間
当
た
り
最
賃
を
規
定
す
る
諸

国
は
次
の
通
り
：
チ
ェ
コ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
リ
ト

ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
お
よ
び
イ
ギ

リ
ス
。

（
参
考
資
料
）

E
urofound, M

inim
um
 w
ages in 2019

―

First findings, Feb.,2019, 

ほ
か
。　


